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高齢者が身近な場所で介護予防に資する活動に参加できるよう、介護予防普及強化事業を実施する。令和6年
度は男性高齢者対象の講座を実施予定。また介護予防普及強化事業から自主化した「men’sボイトレ倶楽部」と
共に男性高齢者の参加を促して行く。

「東山田地域ケアプラザエリア連絡会」「圏域カンファレンス」他各種連絡会の中で、支援者間で情報共有、検討す
る場を持ち、地域包括ケアシステム構築のためのネットワークを構築していく。

各地域活動への参加・周知、「おさんぽカフェ」「子育て事業」の継続開催、不登校児童支援事業への参加を継続
し、年齢、障害の有無に関わらず地域住民の相談に対応する。

◆ 事業報告・事業実績評価

□ 振り返り

□ 区からのコメント

令和6年度 東山田地域ケアプラザＰＤＣＡシート_公表用 （事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

̶総括表̶
◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の⽅向性
東山田地区：世帯数は増加傾向にあるものの人口としてはやや減少傾向にある。15歳未満の割合は都筑区の平均を下
回っており65歳以上の割合は区の平均を上回っている。町内会自治会活動が盛んで「ちょっと立ち寄れる場」の運営など
顔の見える関係づくり・支えあう地域づくりを地域住民と共に目指して行く。

山田地区：平均年齢が区の平均を上回っている。65歳以上の割合は増加傾向にあり、15歳未満の割合は減少傾向にあ
る。山田地区社会福祉協議会を中心にボランティア団体との交流等を実施し、地域の課題解決に努めている。また地域
住民と共に見守り活動の仕組みづくりへの取組みを行っていく。

□ 今年度の重点的な取組

—具体的な取組内容－

「チームオレンジ」事業の一環として「山田地区Dフレンドリー委員会」にて、山田地区の認知症の方の見守り活動
を行っていく。みまもりあいアプリの周知活動を地域のイベントで行なう。また地域に対して認知症サポーター養成
講座や認知症普及活動としてのイベントなどを実施する。

認知症や独居のため見守りが必要な高齢者の地域ケア会議を開催し、情報共有や地域での見守りの必要性を
共有し、地域住民と共に見守り活動への取り組みを検討して行く。（年1回以上）



１　施設の適切な運営について

取組
計画

実績

２　指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

目標

職員
体制

契約
者数

目標

実施
体制

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

【実施日数】

【提供時間】

【定員】

休止中

利用
料金

３　通所系サービス事業

地域密着型通所介護通所介護・第１号通所介護
（介護予防）認知症対応型通所介

護

地域包括支援センター職員３職種および、パートの
社会福祉士２名

常勤４名うち、主任ケアマネジャー3名（管理者含む）
非常勤1名

令和6年度東山田地域ケアプラザ事業計画書・報告書（施設運営、介護保険事業）

〇利用者・事業者を問わず、公正・中立性を確保する
ために年1回の所内研修を実施します。
〇ミーティングの場を活用し適切な情報提供等がなさ
れているか職員間で確認する体制を整えます。

公正・中立性の確保について コンプライアンスへの対応について
（事故防止、個人情報保護等）

〇毎月の常勤会議においてひやり・はっとおよび事
故の再発防止策について講じ紙面をもって全職員に
伝達します。
〇全職員対象の所内研修を年に1度開催します。

指定介護予防支援事業
第１号介護予防支援事業

利用者が望む生活をかなえるために多職種連携を
軸に必要なサービスを提供するよう努める。

【その他料金】

居宅介護支援事業

利用者が望む生活をかなえるために多職種連携を
軸に必要なサービスを提供するよう努める。

【その他料金】

【サービスに係る費用】
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生労働省告示第百二十九号）及び横浜市
介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額

【サービスに係る費用】
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生省告示第二十号）に基づく金額



職員
体制

契約
者数
等

【延べ利用者数】 【延べ利用者数】 【延べ利用者数】

【契約者数】 【契約者数】 【契約者数】

利用
料金

【サービスに係る費用】
指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準（厚
生労働省告示第百二十六号）に基
づく金額

【その他料金】【その他料金】

【サービスに係る費用】
指定地域密着型サービスに要する
費用の額の算定に関する基準（厚
生労働省告示第百二十六号）及び
指定地域密着型介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関す
る基準（厚生労働省告示第百二十
八号）に基づく金額

【その他料金】

【サービスに係る費用】
指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準（厚生省告
示第十九号）及び横浜市介護予
防・日常生活支援総合事業実施要
綱に基づく金額



収⼊の部 （単位︓円）

当初予算額（A） 補正額（B） 予算現額（C=A+B） 決算額（D） 差引（C-D） 説明

20,076,046 20,076,046 20,076,046 横浜市より

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

20,076,046 0 20,076,046 0 20,076,046

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

13,096,000 0 13,096,000 0 13,096,000

10,177,000 10,177,000 10,177,000

1,192,000 1,192,000 1,192,000

1,282,000 1,282,000 1,282,000

82,000 82,000 82,000

6,000 6,000 6,000

0 0 0

357,000 357,000 357,000

1,825,000 0 1,825,000 0 1,825,000

10,000 10,000 10,000

640,000 640,000 640,000

20,000 20,000 20,000

0 0 0

580,000 580,000 580,000

0 0 0 0 0

⾃販機⽬的外使⽤料（横浜市への⽀出） 0 0 0

その他 0 0 0

0 0 0

10,000 10,000 10,000

39,000 39,000 39,000

32,000 32,000 32,000

50,000 50,000 50,000

305,000 305,000 305,000

0 0 0

0 0 0

139,000 139,000 139,000

1,168,000 0 1,168,000 0 1,168,000

0 0 0

1,168,000 1,168,000 1,168,000

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

3,513,046 0 3,513,046 0 3,513,046

2,875,797 2,875,797 2,875,797

185,784 185,784 185,784

108,393 108,393 108,393

343,072 0 343,072 0 343,072

空調衛⽣設備保守 133,299 133,299 133,299

消防設備保守 0 0 0

電気設備保守 0 0 0

害⾍駆除清掃保守 7,951 7,951 7,951

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 201,822 201,822 201,822

0 0 0

0 0 0

474,000 474,000 474,000 予算：指定額

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20,076,046 0 20,076,046 0 20,076,046

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,168,000 0 1,168,000 0 1,168,000

△ 1,168,000 0 △ 1,168,000 0 △ 1,168,000

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出

0 0 0 0 0
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

その他

本俸

通信費

⼿当計
健康診断費

事務費

収⼊合計

⽀出の部

科⽬

⼈件費

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額

社会保険料

その他

⼿数料
地域協⼒費

職員等研修費

旅費

会議賄い費

使⽤料及び賃借料

備品購⼊費

印刷製本費

施設賠償責任保険
図書購⼊費

振込⼿数料

消耗品費

リース料

⾃主事業 収⽀

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⼊

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⽀
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる⽀出

その他

⽀出合計

⾃主事業費 ⽀出

差引

⾃主事業費 収⼊

共益費

運営協議会経費
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）
その他

管理費

太陽光パネル保守点検
太陽光パネル保守点検

太陽光パネル修繕（追加）
太陽光パネル修繕（追加）

SNSによる広報業務等モデル実施（追加）
SNSによる広報業務等モデル実施（追加）

印刷代
⾃動販売機⼿数料
その他

令和6年度　「東山田地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

科⽬
指定管理料
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）
雑⼊

その他

印紙税
その他

修繕費

光熱⽔費
清掃費
機械警備費
設備保全費

公租公課

事業所税
消費税

その他

事業費



収⼊の部 （単位︓円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

31,192,733 31,192,733 31,192,733 横浜市より
150,000 150,000 150,000 横浜市より
300,000 300,000 300,000 横浜市より

5,951,000 5,951,000 5,951,000 横浜市より
0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

37,593,733 0 37,593,733 0 37,593,733

当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

33,530,000 0 33,530,000 0 33,530,000

16,195,000 16,195,000 16,195,000
4,086,000 4,086,000 4,086,000

11,700,000 11,700,000 11,700,000
190,000 190,000 190,000
36,000 36,000 36,000

0 0 0
1,323,000 1,323,000 1,323,000

1,680,000 0 1,680,000 0 1,680,000

30,000 30,000 30,000
277,000 277,000 277,000

0 0 0
0 0 0

395,000 395,000 395,000
0 0 0 0 0

⾃販機⽬的外使⽤料（横浜市への⽀出） 0 0 0

その他 0 0 0
0 0 0

13,000 13,000 13,000
47,000 47,000 47,000
84,000 84,000 84,000
15,000 15,000 15,000

667,000 667,000 667,000
0 0 0
0 0 0

152,000 152,000 152,000

1,325,000 0 1,325,000 0 1,325,000

630,000 630,000 630,000 予算：指定額

90,000 90,000 90,000
150,000 150,000 150,000
300,000 300,000 300,000
155,000 155,000 155,000

0 0

932,733 0 932,733 0 932,733

763,336 763,336 763,336
49,386 49,386 49,386
28,814 28,814 28,814
91,197 0 91,197 0 91,197

空調衛⽣設備保守 35,434 35,434 35,434
消防設備保守 0 0 0
電気設備保守 0 0 0
害⾍駆除清掃保守 2,114 2,114 2,114
駐⾞場設備保全費 0 0 0
その他保全費 53,649 53,649 53,649

0 0 0

0 0 0
126,000 126,000 126,000 予算：指定額

0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

37,593,733 0 37,593,733 0 37,593,733
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
695,000 0 695,000 0 695,000

△ 695,000 0 △ 695,000 0 △ 695,000

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

0 0 0 0 0 目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出

0 0 0 0 0
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

指定管理料【⽣活⽀援】

令和6年度　「東山田地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

科⽬

指定管理料【包括】
指定管理料【介護予防】
指定管理料【チームオレンジ】

⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【包括】
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【介護予防】
⾃主事業収⼊（指定管理料充当の⾃主事業）【⽣活⽀援】
雑⼊
印刷代
⾃動販売機⼿数料
その他

その他
収⼊合計

⽀出の部

科⽬

⼈件費

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額
その他

事務費

旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費

本俸
社会保険料
⼿当計
健康診断費

事業費

使⽤料及び賃借料

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込⼿数料
リース料
⼿数料
地域協⼒費
その他

協⼒医
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【包括】
⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【介護予防】

⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【⽣活⽀援】
その他

⾃主事業費（指定管理料充当の⾃主事業）【チームオレンジ】

その他

管理費

光熱⽔費
清掃費
機械警備費
設備保全費

共益費
その他

管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⼊
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる⽀出
管理許可・⽬的外使⽤許可に関わる収⽀

その他

⽀出合計
差引

⾃主事業費 収⼊
⾃主事業費 ⽀出
⾃主事業 収⽀

修繕費
公租公課

事業所税
消費税
印紙税



2024年4月１日～2025年3月31日

（単位：千円）

予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引

0 0 11,761 11,761 29,734 29,734 0 0 0 0

7,093 0 7,093 0 0 0 1,175 0 1,175 0 0 0 0 0 0

事業・負担金収入 7,093 7,093 0 538 538 0 0

受託事業収入 0 0 357 357 0 0

その他事業収入 0 0 235 235 0 0

雑収入 0 0 45 45 0 0

0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

7,093 0 7,093 11,761 0 11,761 30,909 0 30,909 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34,355 34,355 0 0 0

0 586 586 3,379 3,379 0 0 0

0 0 0 1,390 1,390 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3,065 3,065 6,695 0 6,695 770 0 770 0 0 0 0 0 0

利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消費税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護予防プラン委託料 3,065 3,065 6,695 6,695 0 0 0 0 0 0

リース債務返済支出 0 0 0 0 770 770 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0

3,065 0 3,065 7,281 0 7,281 39,894 0 39,894 0 0 0 0 0 0

4,028 0 4,028 4,480 0 4,480 -8,985 0 -8,985 0 0 0 0 0 0

※　介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※　上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。

令和6年度　地域ケアプラザ収支予算書及び報告書＜介護保険事業分＞

施設名：東山田地域ケアプラザ

収
入

科目 第1号介護予防支援 介護予防支援 居宅介護支援 通所介護 第１号通所介護

 その他

支出合計（Ｂ）

収支　（Ａ）－（Ｂ）

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

支
出

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費



東山田地域ケアプラザ

1 ほっと茶屋 平成24年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①介護者のストレス解消、虐待防止
②介護者の負担軽減
③介護者の仲間作り
④介護知識の習得
⑤ケアプラザの周知・情報提供

１：高齢者 5,7
毎月第4火曜日13:00～14:30に介護者の
集いとして茶話会を開催。年3回土曜日実
施。

2 司法書士巡回相談会 令和元年
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①成年後見人制度の普及・啓発
②専門機関との連携強化
③高齢者の権利擁護 １：高齢者 5

区内6包括毎に日程を決め、司法書士に
よる巡回相談会を実施（原則、予約制）。

3 税理士無料相談会 平成29年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①成年後見人制度の普及・啓発
②専門機関との連携強化
③高齢者の権利擁護 １：高齢者 5

区内6包括毎に日程を決め、税理士によ
る講義と相談会を実施。

4
ケアプラデー
（すみれが丘）

平成28年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①個別相談
②気軽に相談できる環境つくり
③地域住民が集える場つくり
④ケアプラザの周知

１：高齢者 5
毎月15日10：00～12：00すみれが丘会館
にて実施。

5
ケアプラデー
（南山田）

平成30年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①個別相談
②気軽に相談できる環境つくり
③地域住民が集える場つくり
④ケアプラザの周知

１：高齢者 5
毎月第3金曜日13:00～14:30南山田町内
会館にて実施。民生委員主催「カフェ越
百」同時開催。

6
認知症＆予防カフェ
コツコツ

平成27年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①個別相談
②気軽に相談できる環境つくり
③地域住民が集える場つくり
④ケアプラザの周知

５：地域 1

毎月第3日曜日13：30～15：30北山田小学
校コミュニティハウスにて実施。「認知症
＆予防カフェコツコツ」のボランティアグ
ループ主催。

7
さわやかカフェ
ハーモニー

平成28年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①認知症普及啓発
②地域のつながり強化
③相談できる場つくり
④個別相談

５：地域 1
毎月第2木曜日14：00～15：30東山田1丁
目公民館で実施。「さわやかカフェハーモ
ニー」のボランティアグループ主催。

8
司法書士による成年後見人講
座

令和2年
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①成年後見人制度の普及・啓発
②専門機関との連携強化
③高齢者の権利擁護 １：高齢者 5

司法書士による制度全般についての市民
向け講座。

9
健康フェア
東山田中学校コミュニティハウ
ス

平成30年度
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①介護予防
②個別相談
③ケアプラザの周知
④地域資源との連携

１：高齢者 5
東山田中学校コミュニティハウスの健康
フェスタに参加し、介護予防講話と相談対
応を実施。

10
健康フェア
北山田小学校コミュニティハウ
ス

令和元年
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

①介護予防
②個別相談
③ケアプラザの周知
④地域資源との連携

１：高齢者 5
北山田小学校コミュニティハウスの健康
フェアにからだ相談会として参加し、歩行
解析測定などと相談対応を実施。

11 シニア健康体操 平成28年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①情報提供
②ケアプラザの周知
③個別相談
④地域資源との連携

１：高齢者 5
北山田地区センターで実施の体操教室に
出向き、タイムリーな情報提供とともに個
別相談も実施。

12 おさんぽカフェ 平成30年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①誰もが安心安全に暮らせる街つくり
②顔の見える関係つくり
③障害児・者の地域参加の場の提供
④障害福祉団体との関係つくり
⑤ケアプラザの周知

２：障害児・
者

2,5
5,8,1月を除く毎月第1土曜日10：00～12：
00にカフェを実施。季節に合わせたイベン
トを実施。

13 ステキアート 平成27年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①障がいを持つお子さんにアートに親し
む機会づくり
②保護者同士の交流の場 ２：障害児・

者
2,4

地域のアート講師の指導による、Ｔシャツ
に絵を描き、オリジナル作品を作成。完成
したTシャツは、スマイルコレクションにて
披露。
全6回中夏休みには地域の子ども達との
交流を含めた作品作りを行う。

14 ポスティングボランティア 平成26年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①障害者の就労支援
②外出の機会
③ケアプラザの周知 ２：障害児・

者
2

毎月1回、ララヒルズとコンフォール城山の
丘へポスティングしてもらう。仕上がったチ
ラシをポスティングしやすいように折り込
み、日程を決めてポスティングの実施。
（やまびこの里の工房）

15 遊びのおもちゃランド 平成22年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①養育者の仲間作り
②子育てのストレス発散
③子育て支援に関する情報の提供
④他の子育て支援団体との連携
⑤子育てボランティアの育成

３：養育者及
び乳幼児

3,5

毎月第１金曜日10時～12時。0～3歳の子
どもとその養育者対象。最初の30分は地
域のボランティア活動者によるイベント実
施、残り時間は自由遊び。区と子育て支
援センター主体の「ニューフェイス（転入
者）事業」に協力。

16 ぞうさんくらぶ 平成18年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①未就園児とその養育者を対象とした交
流の場の提供
②養育者同士の仲間作り
③子育て支援者の交流の場（活動の場の
提供）

３：養育者及
び乳幼児

3,5

毎月第3金曜日に子育てサロン実施。通
常はサロン形式で、全員で机を囲んでお
茶を飲んだりご飯をたべる“のんびりまっ
たり”が基本。
季節のイベントを行うこともある。
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令和６年度　自主事業計画書・報告書

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他
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No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

17 山田富士公園で遊ぼう 平成23年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①子育て支援
②気軽に集える場の提供
③地域や施設間の顔の見える関係づくり ３：養育者及

び乳幼児
3,5

毎月第2水曜日午前中に山田富士公園に
て実施。（雨天時中止）山田地区（特に北
山田）では子育て世帯が多いため、顔の
見える関係作り、集える環境ができるよう
場作りを行う。

18
のびのびすくすくこころ育て講
座

平成21年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①離乳食卒業時期の子どものための食
育
②養育者の仲間つくり
③ケアプラザの周知
④地域資源との連携

３：養育者及
び乳幼児

3

年1回実施。
ヘルスメイトによるおやつつくり（実習）。
体操講師による親子体操の実施。

19
ママとパパと赤ちゃんのための
健康講座

平成21年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①誰もが悩みがちな離乳食についての講
座の実施
②子どもと一緒にできる運動を学ぶ
③養育者の仲間づくり
④ケアプラザの紹介（子育て支援事業の
PR)

３：養育者及
び乳幼児

3

区内のケアプラザと区役所で2回１コー
ス。
栄養士から離乳食の指導と、運動講師か
ら親子運動を学ぶ。講習を通して、顔の見
える関係作りを行い、今後も情報交換な
どができるように仲間作りや事業への参
加を促す。

20 小児救急法 平成26年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①乳幼児期に起こりやすい事故について
など、救急法について基礎知識を身につ
ける
②救急の際利用できる機関等について情
報提供

３：養育者及
び乳幼児

3

北山田消防出張所に講師依頼し毎年実
施。普段ケアプラザを利用されている方、
ケアプラザの子育て支援を卒業された方
などが参加（子ども同伴可）

21
子育てサポートシステム出張
説明会

平成26年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①子育てサポートシステムの周知
②施設間連携
③子育て家庭を地域で見守るための地域
づくり
④ケアプラザの周知

５：地域 3,7
都筑区子育て支援センター、ポポラによる
子育てサポートシステムの周知。

22 ふきのとう 平成10年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①高齢者の引きこもり防止
②認知症予防
③顔の見える関係づくり
④福祉活動団体の活動場の提供

１：高齢者 5,7

毎月第2・4水曜日に行う昼食会。食事は
ボランティアの手作り。食事の後は身体や
頭を使うレクリエーションや歌を歌って楽
しんでいる。

23 談話室 平成12年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①高齢者の引きこもり防止
②認知症予防
③顔の見える関係づくり
④福祉活動団体の活動場の提供 １：高齢者 5,7

毎月第1・3木曜日約2時間の茶話会。歌
を歌ったり、朗読、体操などを行う。ボラン
ティアが和菓子づくりを教えてくれたり、手
作りのデザートで楽しむ。季節感を大事に
するプログラムを実施している。

24 生き活きクラブ 平成10年度
７：共催（１と２と
３）

２：発展させる
ねらい

①高齢者の生活支援
②高齢者の生きがいつくり支援

１：高齢者 5

生活支援ボランティア活動団体。年２回ケ
アプラザの草取り活動と、毎月の定例会
ではボランティア同士の交流を行ってい
る。

25
ボランティア活動をしよう！
大掃除編

平成25年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①ボランティア活動の促進
②ケアプラザを自分達の活動場所として
長く使ってもらえるように環境整備 ５：地域 1.7

毎年6月と11月の年2回開催。（6月は調理
室のみ）各サークルにチラシを配布し、参
加者を募っている。

26 貸館団体交流会 平成25年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①ボランティア、貸館団体同士の顔の見
える関係作り
②貸館利用上の注意点のお知らせ
③ニーズ把握
④悩みごとの共有、情報交換

５：地域 1,7 団体Ⅰと団体Ⅱの交流会。

27 介護予防活動班 平成29年度
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

①地域包括ケアシステムの構築
②事業者と地域の関係つくり
③事業所同士の交流
④地域ニーズの把握と解決に向けた取り
組み

６：事業者 5
地域の依頼に応じて適宜実施。地域活動
に介護保険事業所と出向き介護予防に資
する活動を実施。個別相談にも応じる。

28 東山田連合町内会納涼盆踊り 平成8年度～
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①ケアプラザの周知
②地域との顔の見える関係作り

５：地域 1,2,4,7
東山田連合町内会の納涼盆踊りにてお
面や駄菓子屋の出店。地域の子ども達に
夏休みのひとときを満喫してもらう。

29 けあぷらギャラリー 平成21年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①地域で行われている活動の紹介
②発表の場の提供
③顔の見える関係づくり
④新しい活動のきっかけづくり
⑤ケアプラザの周知

５：地域 1,2,4,7

毎月地域の団体・個人の作品を廊下ス
ペースに飾っている。利用者の知人など
ケアプラザに来られたことのない方にお声
かけもし、様々な方々の作品を飾ってい
る。

30 からだ相談会 令和元年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

①地域包括ケアシステムの構築
②介護予防の普及啓発
④地域ニーズの把握と解決に向けた取り
組み

１：高齢者 5
奇数月の主に第1土曜日に年5回実施。
医療・介護の専門職による個別相談会。
年2回5月と11月には測定会も開催。

31 わくわくこあら 令和４年～
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①養育者の仲間作り
②子育てのストレス発散
③親と子のスキンシップを用いた絆づくり
の場の提供
④ケアプラザの周知

３：養育者及
び乳幼児

3

毎月第2金曜日実施。子どもとのスキン
シップを通して身体を動かす。他児と遊ぶ
ことで子どもも場になれ、養育者も子ども
との時間を確保することができる。またそ
こで養育者同士のコミュニケーションも図
ることができる。

32
東山田地域ケアプラザエリア
連絡会

平成27年度６：共催（２と３）
１：優先的に取
り組み

①地域包括ケアシステムの構築
②事業者のスキルアップ
③事業所同士の交流
④地域ニーズの把握と解決に向けた取り
組み

１：高齢者 5

年4回エリア内事業所・医療・薬局・民生
委員などが集まり情報交換・意見交換を
行う場。事例検討会や研修会なども実
施。
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１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）
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４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

33
不登校児童のプログラミング教
室

令和3年度
～

１：地域活動交
流事業

２：発展させる
ねらい

①不登校児童の居場所作り
②支援機関との連携・情報共有
③地域との顔の見える関係つくり
➃ニーズの把握と調査

４：子ども・青
少年

4,5
基本毎月第4月曜日10:00～12:00実施。
講師の藤島氏と一緒に、プログラミング、
ロボットカー等の操作を学ぶ。

34 アクティブシニア向け講座 令和4年度 ６：共催（２と３）
２：発展させる
ねらい

①新たな人材発掘
②男性が参加しやすいコミュニティづくり
③高齢者同士の情報交換

１：高齢者 5

毎年度実施している北山田地区センター
との共催事業。令和6年度
6/11,6/17,6/24,7/１
の全4回Androidスマホ初心者高齢者対象
のスマホ講座を実施。

35 みんなでうたおう 令和4年度 ４：共催（１と２）
１：優先的に取
り組み

①参加者同士の交流
②地域住民に音楽に親しんでもらい、心
身・脳の健康維持
③ケアプラザの周知
④介護予防のプログラム

１：高齢者 5
第4火曜日10:00～11:00実施。歌唱の他、
手指の運動や手遊び等を取り入れてい
る。

36 両親教室 令和4年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①妊娠中を安心して過ごせる情報提供
②養育者の仲間づくり
③ケアプラザの周知

７：その他 3

区役所で行っている両親教室の内容を短
縮版にしてケアプラザで開催。助産師によ
る講話や沐浴体験、参加者同士によるグ
ループワークを行う。

37 1歳児の歯みがき教室 令和4年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①歯みがきや間食の摂り方について養育
者への情報提供
②ケアプラザの周知 ３：養育者及

び乳幼児
5

区役所で行っている歯みがき教室をケア
プラザでも開催。歯科衛生士より歯みがき
の方法や間食の摂り方など指導。実技も
行う。

38 赤ちゃん会 令和4年度
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

①養育者の仲間作り
②子育ての悩み共有・情報提供
③親と子のスキンシップを用いた絆づくり
の場の提供
④ケアプラザの周知

３：養育者及
び乳幼児

5
対象地域を区切り、原則第一子0歳児を
対象に行う。保育士による手遊びや、保
健師による育児相談などがある。

39 おやこひろば 令和6年度
１：地域活動交
流事業

２：発展させる
ねらい

①養育者の仲間作り
②親と子のスキンシップを用いた絆づくり
の場の提供
③子育ての悩み共有・情報交換の場
④ケアプラザの周知

３：養育者及
び乳幼児

3,5

5,8月を除く毎月第1土曜日13：30～14：30
実施。講師の小田氏と一緒に手遊び・ふ
れあい遊び・季節の制作等を親子で楽し
む。子育て事業として初の土曜開催。両
親・きょうだいでの参加を促していく。

40 男の本気塾 令和6年度 ６：共催（２と３）
２：発展させる
ねらい

①男性対象の介護予防普及強化事業
②高齢男性同士の仲間づくり
③高齢男性同士の情報交換

１：高齢者 5

6月から令和7年度3月まで毎月第３水曜
日に全１0回実施する男性対象の介護予
防普及強化事業。毎回の筋トレに加え、
各回毎に異なるテーマによる講座を実
施。
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